
平成２４年度採用 

 
千葉市教育委員会教職員課 

   

この案内は、千葉市教育委員会より直接本人に電話で採用事務連絡を差し

上げた方のみを対象としますのでお間違えにならないようお願いします。 

     

〔会 場〕  千葉市教育センター ２階講堂 

             千葉市稲毛区轟町３－７－９ 

      ※ 教育センターでの電話対応はできませんので、当日緊急に 

連絡が必要となった方は、千葉市教育委員会教職員課人事係

（０４３－２４５－５９３１）までご連絡ください。 

                            

 

※自家用車の使用はできません。公共交通機関を用いてください。 

 アクセス・・・ＪＲ総武線「西千葉」駅から徒歩１５分または  

          ちばシティーバス「教育センター」下車徒歩０分 

        ＪＲ「千葉」駅で千葉都市モノレール「千城台行き」に    

乗り換え「天台」駅下車徒歩５分 



〔当日の時程〕 採用事務連絡をした日時を必ずご確認ください。 

  午前の部・・・・・受 付       ９：１０～ ９：２０ 

           研修会       ９：２０～ ９：５０ 

           面接及び書類確認  ９：５０～１２：００ 

※ 面接時間以外で書類確認を行う。 

  午後の部・・・・・受 付      １３：００～１３：１０ 

           研修会      １３：１０～１３：４０ 

           面接及び書類確認 １３：４０～１７：００ 

※ 面接時間以外で書類確認を行う。 

    ※面接及び書類確認が終了した者から随時解散とする。 

〔当日持参する書類等〕 

（１） 印鑑（シャチハタは不可）及び筆記用具 

（２） 教員免許状の原本とそのコピー（Ａ４サイズ） 

所有するものすべて。必ずコピーしたものも持参すること。免許裏

面に記載があるものは両面コピーとする。サイズはＡ４サイズとす

る。原本は確認後返却。見込みの方は、交付後すぐ持参する。 

※臨時免許状(本県で有効なもの)も含む 

（３） 卒業（修了）証書原本とそのコピー（Ａ４サイズ） 

高等学校、専門学校、短大、大学、大学院のうち自分が卒業（修了）

したものすべて。必ずコピーしたものも持参すること。サイズはＡ

４サイズとする。原本は確認後返却。学生の方は卒業後すぐ持参す

る。 

 （４）住民票記載事項証明書 

     配布済みの用紙または市町村等に備え付けてある用紙を使用し、平

成２４年１月１日以降に作成したもの。転居を予定している方は転

居後に作成するため、当日持参は不要。 

     ※千葉市は、学区に居住することができません。配置校が決定して

から住居を決定すること。（配置校の決定日は面接当日に連絡） 

 （５）身元申告書 

      配布済みの用紙を使用し、平成２４年１月１日以降に作成したも

の。転居を予定している方は転居後作成する。 

      ※住所は住民票記載事項証明書と一致させること。但し、転居予

定者も住所・通勤欄以外は記入して持参すること。 



 （６）写真２枚（同一のもの） 

      サイズ縦６㎝×横４.５㎝、スピード写真は不可。提出前６ヶ月以

内に撮影する。(カラー、モノクロともに可) 

 （７）健康診断を受診した日時と機関（病院名）を記したメモ 

      ちば総合健診センター以外で健康診断を受ける方は、平成２４年

２月１日までに千葉県教育庁学校安全保健課に郵送（簡易書留）

か持参しているはずです。 

      ※健康診断はできるだけ早く受診する。 

 （８）履歴事項を記したメモ 

      小学校～最終学歴校までの入学・卒業年月日(転校・退学・修了も

含む)。職歴がある方は、勤務先名とその期間、在家庭の期間のメ

モを用意する。 

※ 履歴書を記入するときに、戸籍の漢字、住所は、正式な表記が

必要となるので確認する。 

 （９）職歴がある方 

      『教員採用候補者名簿登載後の手続きについて』の『職歴証明書

について』に従い、任命権者や雇用主ごとに作成する。不足する

場合はコピーして使用する。県外の正規教諭もしくは常勤講師と

して（大学卒業後から H24.3.31 まですべてを含む）勤務経験・予

定のある方は人事係へご連絡ください。 

      講師経験のある方は、常勤・非常勤に関わらず辞令・雇用条件通

知書などをすべて持参する。 

 （10）大学中途退学の経歴のある方 

      該当するすべての大学の単位修得証明書を用意する。 

 （11）科目等履修について 

      該当するすべての大学の単位修得証明書を用意する。 

 （12）その他の資格など 

      看護師・保健師・司書・司書教諭・学芸員・社会教育主事・栄養

士・管理栄養士・調理師の資格のある方は証明となるものとその

コピー(A4 サイズ)を持参する。 

   その他、不明な点は千葉市教育委員会教職員課人事係までお問い合わせください。 

                         電話 ０４３－２４５－５９３１ 


